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　12月１日㈮に全国で住生活総合調査が行われます。
　この調査は、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向・満足度等を総合的に調
査し、住生活基本法に基づく住生活の安定・向上に係る総合的な施策を検討・推進する上で必要と
なる基礎資料を得ることを目的に、国土交通省が実施する５年周期の統計調査です。
　今回は、10月に実施された住宅・土地統計調査に回答いただいた世帯の中から一部を選び、全国
で約10.8万世帯が対象となっています。
　対象世帯には11月下旬から郵送により調査票が配布されますので、オンラインまたは郵送による
回答へのご協力をお願いします。

問合せ　国土交通省住宅局住宅企画官付　☎ 03−5253−8111（内線39−244／39−235）

家屋を取り壊したときは手続きを
　町内にある住宅や倉庫などを取り壊したときは、年内に手続きを
済ませましょう。固定資産税は毎年１月１日現在の状況で課税され
ます。家屋が取り壊された場合は「届け出」をもとに現地調査を行
い、課税台帳から削除します。
　「届け出」が翌年になった場合、１月１日時点での現地確認がで
きないため、その年も課税の対象となってしまいますのでご承知おきください。
　①登記済の家屋を取り壊した場合 → 法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
　②未登記の家屋を取り壊した場合 → 税務住民課税務グループに家屋滅失届を提出してください。

問合せ　税務住民課税務グループ　☎ ㉒ 2513　札幌法務局苫小牧支局　☎ 0144 ㉞ 7403

住生活総合調査にご協力ください
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